
 

 

 

 

 

 

 
 

：私は一般企業を退職して、父から引き継いだ不動産を活用して、アパート経営を営ん

でいます。私の相続人は、配偶者を含めて長男・長女の 3人です。もちろん、相続税も心配

ですが、それ以上に、スムーズな財産承継ができるかどうか心配です。 

できれば、先祖代々の不動産は長男に承継することを望んでいるのですが、遺言書を書く

べきでしょうか？ 

遺言書がある場合とない場合の違いについて教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書がある場合とない場合の効果については以下の通りです。 

遺言書を残しておけば、完全に争いを防止出来るわけではありませんが、少なくとも、“争族”

の抑止力にはなると考えます。 
 

遺言書がない場合 

１．相続人間の話し合いによる遺産分割協議が必要 

２．分割協議書に署名、捺印がないと合意とはならない 

３．合意しなければ、合意するまで遺産は共有で保有 

遺言書がある場合 

１．相続発生で有効になり、遺産分割協議が不要 

２．相続後すぐに名義変更が可能 

３．後継者以外の人（少ない資産の相続人）の 

遺留分が確保されていれば、減殺請求ができずトラブル回避 
 
 
 
 

 遺留分とは、法定相続人への最低限度の生活保障を    

法律によって定めた制度です。 

 この場合、配偶者の遺留分権利は１／４、 

長女の遺留分権利は１／８です。 

 

 

 

 
平成２５年１２月 円満な相続・贈与のために 

お問合せ先：税理士法人あおば   資産税担当 税理士 三瀬 義男     

大阪市西区立売堀１丁目１番１号 立売堀一番館４Ｆ 

ＴＥＬ：０１２０－９８５－５５６ ＵＲＬ：www.aoba-atm.com/ 
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（留意点） 


